
指定通所介護（紅葉苑デイサービスセンターこころ） 

重 要 事 項 説 明 書 

  

当事業所は、デイサービスの提供にあたり、事業所の概要や提供されるサービスの内容及び 

サービス利用にあたって、ご注意いただきたい事項について次のとおり説明します。 

 

１．事業者 

  ・法 人 名    社会福祉法人 松山会 

  ・所 在 地    大分市下郡山の手  ２  番  １７  号  

  ・Ｔ  Ｅ  Ｌ   ０９７ － ５６７ － ３７３３ ＦＡＸ ０９７ － ５６７ － ３７６０ 

  ・代表者氏名   理事長 大角 秀一 

  ・設 立   昭和 ５６ 年 ９ 月 １６ 日 

 

２．事業所の概要 

  ・事業所の種類  指定通所介護事業所 

（平成 ２３ 年 １０ 月 １ 日大分県指定、指定介護第４４７０１０６９３３号） 

  ・事業所の目的  当事業所は、介護保険法に従い、高齢者が自らの在宅生活においてその 

有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう 

に支援し、利用者とその家族の身体的・精神的負担軽減をはかることを 

目的とします。 

・事業所の名称  紅葉苑デイサービスセンターこころ 

  ・事業所所在地  大分市大字羽田字菖蒲田７０番１ 

  ・Ｔ Ｅ Ｌ  ０９７ － ５７４ － ５８８５  ＦＡＸ ０９７ － ５７４ － ５８８６ 

  ・事業所長名  田嶋 大介 

  ・運 営 方 針  

１. 要介護又は要支援状態の軽減・悪化防止を計画的に行います。 

２. 自らサービスの質評価をし、その改善に努めます。 

３. サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むことができるように支援します。 

４. 利用者とその家族にサービス提供方法についてわかりやすく説明します。 

５. 介護技術の進歩等に対応しながら、できうる最善のサービスを提供します。 

6. 利用者の心身の状況を把握し、希望に沿ったサービスを提供します。 

・開設年月日  平成 ２３ 年 １０ 月 １ 日 

・定 員   ５０ 名 

 



３．事業実施地域及び営業時間 

  ・事業実施地域 大分市内全域 

  ・営業日及び営業時間 毎週月曜日～土曜日 午前 ８ 時 ３０ 分～ １７ 時 ３０ 分 

                       但し １２ 月 ３１ 日～ １ 月 ３ 日を除きます。 

 

４．職員の配置状況 

  当事業所では、指定通所介護サービス（デイサービス）を提供する職員として以下の職員を配

置しております。 

  ・事業所長（管理者）      １ 名  常勤兼務 

  ・生 活 相 談 員     １ 名以上  常勤専任 

  ・看 護 職 員     １ 名以上  非常勤専任、常勤兼務 

  ・介 護 職 員     ８ 名以上  常勤専任、常勤兼務、非常勤専任 

  ・機能訓練指導員     １ 名以上  常勤専任、常勤兼務  

  ・柔道整復師         １ 名 

   

５．提供できるサービスと利用料金 

（１） 当事業所が提供するサービスには、その利用料金が介護保険給付対象となるサービス

と、給付対象とはならない全額利用者負担となるサービスの２種類があります。 

（２） 介護保険の給付対象となるサービス （自己負担割合：１割、２割又は３割） 

入  浴・・・入浴は、利用者の自宅での入浴が困難な場合や、介護者の負担を軽減する 

目的で提供されます。必要に応じて入浴介助や 洗髪介助等のお手伝いを 

します。 

上記は、介護保険給付対象となるサービスです。よって利用者には、それぞれの要介護度 

及びサービス利用状況等に応じて、そのサービス利用料金から介護保険給付額を除いた    

金額（自己負担割合の相当額）をお支払いいただきます。 

 （１日当たりの利用料金） 

      イ．１日あたりの利用料金 

        ・利用者の介護度 

        ・その日のデイサービスの利用時間 

        ・入浴の状況 

        ・送迎の状況等 

上記により加算や減算がありますので、全利用者が一律利用料金ではないことをご理

解下さい。 

      ロ．介護保険給付について国及び市の方針が変更に伴い、給付額が変更になった場合

はその額にあわせて利用者の自己負担額も変更になります。 

      ハ．標準的な基本利用料金は別紙①・②のとおりです。 



（３）介護保険の給付対象とならないサービス 

イ. 食         費 ・・・  昼食代（おやつ代含）７５０円 

（内訳：食費６００円サーバー代１５０円） 

ロ．複写物の交付 ・・・  複写物（コピー）を必要とする場合は、１枚につき１０円をご負担 

いただくことになります。 

ハ．その他の経費   ・・・ 用品など利用者の個人的利用にかかる物品（歯ブラシ、歯磨き  

粉及びおむつ等）については実費をいただきます。 

※経済状況の著しい変化等やむを得ない事由がある場合は、金額変更になることがあります

が、その場合は変更を行う ２ヶ月前までに変更の内容とその事由についてご説明致します。 

（４）利用料金のお支払い方法 

    前記（２）及び（３）についての利用料金及び経費については、原則として月末に清算後、 

次月にお支払いいただきます。 

なお、支払い方法等について特段の事情がある場合のみ、別途協議させていただきます 

のでご連絡下さい。 

（５）利用の中止・変更又は追加 

     イ．利用予定日前に利用者のご都合等によりサービス利用を中止・変更又は追加すること 

ができます。その場合には、サービス利用の前日までに当事業者までお申し出下さい。 

ロ．利用予定日前日までにお申し出がなく、当日急遽利用を中止、又はご連絡がつかない 

場合は、食費等の利用準備のために要した経費をご負担いただく場合があります。た  

だし体調不良・災害等やむ得ない事由がある場合はこの限りではありません。 

ハ．サービス利用の中止・変更又は追加等の申し出によってケアプランの進捗状況等に調 

整が必要な場合は、利用者及び関係各機関等を含めた協議によりサービス内容を再 

検討させていただきます。 

 

６．守秘義務 

     ① 当事業所は個人情報保護法及び厚生労働省ガイドラインに基づき、サービスを提供す

る上で知り得た利用者個人及びその家族に関する秘密・個人情報等については、利用

者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて、

契約中及び契約終了後も含めて、第三者に漏らさないものとします。 

     ② 当事業所は、従事者であった者に、業務上知り得た利用者個人及びその家族の秘密・

個人情報を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密・個人情報

を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含みます。  

     ③ 個人情報については、別途 「個人情報の使用に係る同意書」 を頂きます。 

 

 

 



７. 虐待の防止について 

当事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げ

るとおり必要な措置を講じます。 

（1） 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者  ( 管理者 ・ 田嶋 大介 ) 

（2） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周

知徹底を図っています。 

（3）虐待防止のための指針の整備をしています。 

（4）従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（5）サービス提供中に、当事業所従業者又は養護者（家族・親族・同居人等）による虐待を受けた   

と思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

 

８. 身体的拘束等について 

当事業者は、原則として利用者に対して身体的拘束等を行いません。ただし、自傷他害等のお

それがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられ、

以下の(1)～(3)の要件をすべて満たすときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、必要最小

限の範囲内で身体的拘束等を行うことがあります。その場合は、態様及び時間、利用者の心身の

状況、緊急やむを得ない理由、経過観察並びに検討内容についての記録し、５年間保存します。 

また事業者として、身体的拘束等をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

（1） 切迫性･･････直ちに身体的拘束等を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に  

危険が及ぶことが考えられる場合。 

（2）非代替性････身体的拘束等以外に、代替する介護方法がない場合。 

（3）一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなれば、 

直ちに身体的拘束等を解く場合。 

 

９. 非常災害対策 

① 当事業所に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する取り組み 

 を行います。 

災害対策に関する担当者（防火管理者）   （ 事務 ： 加藤 久雄 ）  

② 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を 

整備し、それらを定期的に従業員に周知します。 

③定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

避難訓練実施時期：（ 毎年 1 回 ） 

※ ④ ③の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。 

 

 



１０. 業務継続計画の策定等について 

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的に実 

施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策  

定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に 

実施します。 

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１１．緊急時の対応   

  サービスの提供を行っているときに利用者の体調急変等が生じた場合には必要に応じて臨時   

応急手当を行うとともに、速やかに協力病院へ連絡を行い指示を求める等の必要な措置を 

講じます。 

 

１２．事故発生時の対応 

   ① 利用者へのサービス提供中に事故が発生した場合は、利用者のご家族、市町村及び居

宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

   ② 生じた事故については、その原因を解明し再発生を防ぐ為の対策を講じます。 

 

１３．苦情受付について 

（１）当事業所における苦情受付 

   当事業所における苦情の受付窓口は次のとおりです。 

   ・当施設における苦情の受付 

   ・ご意見箱（デイサービスセンター玄関口に備え付けてあります。） 

   ・受付担当 

紅葉苑   施設長   田嶋 大介       ＴＥＬ ０９７－５７４－５８８５ 

法人サービス相談委員会 

        委 員 長    原 田  晃       ＴＥＬ ０９７－５６８－８３６７ 

        委  員    衛 藤 不 二 子       ＴＥＬ ０９７－５６９－２２８９ 

        委  員    片 山 と も 子       ＴＥＬ ０９７－５６９－３１５９ 

 

   ・受付時間 

   ご意見箱は、常時投函できます。受付窓口の時間については、月曜日から金曜日 

午前 ８ 時 ３０ 分から午後 ５ 時までです。 

 

 

 



（２）外部の受付機関は 

      大 分 市 役 所 長 寿 福 祉 課     ＴＥＬ  ０９７－５３４－６１１１ 

      大分県国民健康保険団体連合会     ＴＥＬ  ０９７－５３４－８４７０ 

      大 分 県 社 会 福 祉 協 議 会     ＴＥＬ  ０９７－５５８－０３００ 

      などでも福祉サービスにかかる諸々の苦情、相談などを受け付けております。 

 

 

 

令和     年     月     日 

 

 

 指定通所介護（デイサービス）の提供開始にあたり、本書面ならびに付属文書に基づき当事業

所が提供するサービスに関する重要事項の説明を行いました。 

社会福祉法 松山会 紅葉苑デイサービスセンターこころ 

〒８７０－０９４２ 大分市大字羽田字菖蒲田７０番１       

☎ ０９７（５７４）５８８５ ＦＡＸ ０９７（５７４）５８８６        

 

説明職員  氏 名                       

 

 私は、本書面ならびに付属文書に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定通所介護

（デイサービス）の提供の開始に同意しました。 

 

 

ご利用者    住 所                                                     

 

氏 名                                               

 

 

利用者代理人 

住 所                                                     

 

氏 名                                                

 

続 柄（利用者との関係）                                    

 

 



別紙①－１ 

 

＜Ⅰ 介護給付対象者＞  

                                     

【 基 本 料 金 】 

所要時間 ５時間以上６時間未満 （通所介護Ⅱ３） １０：００～１５：３０ 

介護度 料金 １ 割負担 ２ 割負担 ３ 割負担 

要介護１ ５，４４０円 ５４４円 １,０８８円 １，６３２円 

要介護 2 ６，４３０円 ６４３円 １，２８６円 １，９２９円 

要介護 3 ７，４３０円 ７４３円 １,４８６円 ２,２２９円 

要介護 4 ８，４００円 ８４０円 １,６８０円 ２,５２０円 

要介護 5 ９，４００円 ９４０円 １,８８０円 ２,８２０円 

 

・加 算 

【 科学的介護推進体制加算】※令和６年５月 1 日より 

介護度 料金 １ 割負担 ２ 割負担 ３ 割負担 

全要介護度共

 

４００円 ４０円 ８０円 １２０円 

 

【 入 浴 介 助 加 算 （Ⅰ）】 

介護度 料金 １ 割負担 ２ 割負担 ３ 割負担 

全要介護度共

 

４００円 ４０円 ８０円 １２０円 

 

【 個別機能訓練加算Ⅰ（イ）・（ロ）】※基本算定はⅠ（ロ）で算定。 

全要介護度共

 

料金 1 割負担 ２ 割負担 ３ 割負担 

Ⅰ（イ） ５６０円 ５６円 １１２円 １６８円 

Ⅰ（ロ） ７６０円 ７６円 １５２円 ２２８円 

 ※機能訓練指導員の配置によりⅠ（イ）へ変更する場合もあります。 

 

【個別機能訓練加算Ⅱ】 

介護度 料金 １ 割負担 ２ 割負担 ３ 割負担 

全要介護度共

 

２００円 ２０円 ４０円 ６０円 

※個別機能訓練加算Ⅱは個別機能訓練加算Ⅰ（イ）（ロ）に加えて算定 

 

【 口腔機能向上加算Ⅰ】 

介護度 料金 １ 割負担 ２ 割負担 ３ 割負担 

全要介護度共

 

１５００円 １５０円 ３００円 ４５０円 

実施回数 月２回まで ２回まで ２回まで ２回まで 

 



別紙①-2 

 

【 サ―ビス提供体制強化加算（Ⅱ） 】 

介護度 料金 １ 割負担 ２ 割負担 ３ 割負担 

全要介護度共

 

１８０円 １８円 ３６円 ５４円 

 

【介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）】 

介護度 全負担割合共通 

 

 

 

全要介護度共

 

月間請求額の 9％ 

 

 

 

 

・減 算 

【 送 迎 減 算 】   ※片道につき 

介護度 料金 １ 割負担 ２ 割負担 ３ 割負担 

全要介護度共

 

－４７０円 －４７円 －９４円 －１４１円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙② 

 

＜Ⅱ 日常生活総合支援事業対象者＞ 

 

【 基 本 料 金 】 

所要時間 ３時間以上 6 時間未満 （通所型独自サービス 1） １０：００～１５：３０ 

介護度 料金 １ 割負担 ２ 割負担 ３ 割負担 

事業対象者/要支援

 

１７，９８０円 １，７９８円 ３，５９６円 ５，３９４円 

要支援２ ３６，２１０円 ３，６２１円 ７，２４２円 １０，８６３円 

・加 算 

【 科学的介護推進体制加算】※令和 ６ 年 ５ 月 １ 日より 

介護度 料金 １ 割負担 ２ 割負担 ３ 割負担 

全要介護度共通 ４００円 ４０円 ８０円 １２０円 

 

【 口腔機能向上加算Ⅰ】 

介護度 料金 １ 割負担 ２ 割負担 ３ 割負担 

事業対象者/要支援 

 

１５００円 １５０円 ３００円 ４５０円 

 

【 サ―ビス提供体制強化加算（Ⅱ） 】 

介護度 料金 １ 割負担 ２ 割負担 ３ 割負担 

事業対象者/要支援

 

７２０円 ７２円 １４４円 ２１６円 

要支援 ２ １,４４０円 １４４円 ２８８円 ４３２円 

 

【介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）】 

介護度 全負担割合共通 

 

 

 

全要介護度共通 月間請求額の 9％ 

 

 

 

 

【 送 迎 減 算 】   ※片道につき 

介護度 料金 １ 割負担 ２ 割負担 ３ 割負担 

全要介護度共

 

－４７０円 －４７円 －９４円 －１４１円 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【注意事項】 

 

１. 原則としてセンター内は禁煙です。 

 

２. センター利用中の飲酒は禁止です。また飲酒によって酒気帯び状態での利用も出来ません。 

 

３. お礼・ご厚意による金品等の授受は一切禁止しております。御用意頂いた場合でもお断りさ

せて頂きますのでご了承ください。 

 

４. センター内での飲食は当センターがご提供する昼食、それとドリンクサーバーによる飲料とな

っております。それ以外の飲食物の持ち込みは一切禁止しております。また、持ち込んだ飲

食物を他のご利用者へ渡す、食べさせる様な行為はお薬と食材の飲み合わせや、持病等で

禁止食材がある方もおられますので一切禁止致します。またこの行為について改善されず、

繰り返される場合にはご利用の契約を解除させて頂く事があります。 

※こまめな水分補給が必要な方、健康上等の理由があって当方で必要と認めた方において  

は、この限りではありません。予めご相談ください。 

 

５. 貴重品及び現金の持ち込みにつきましては、当方での展示会持込企画行事等での貴重品類

や外出行事参加の際に現金をお持ちいただく場合には最小限必要な額・品にして頂くことと、

確実な自己管理をお願い致します。上記の貴重品に関して紛失や盗難が発生した場合、当

センターでは責任を負いかねますのでご了承下さい。 

 

 


